
富里市国民健康保険税減免取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，富里市国民健康保険税条例（昭和４３年条例第１３号。

以下「条例」という。）第２７条の規定による国民健康保険税（以下「保険

税」という。）の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（減免対象） 

第２条 市長は，保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する被保

険者（以下「納税義務者等」という。）が，次条に規定する減免事由に該当

する場合で，第９条に規定する現状等の調査により総合的に判断し保険税の

納付が著しく困難であると認められるときは，その世帯の納税義務者等の申

請により保険税を減免することができる。 

（減免事由） 

第３条 条例第２７条第１項第１号に規定する災害等により生活が著しく困難

となった者又はこれに準ずると認められる者とは，納税義務者等が次の各号

のいずれかに該当する場合とする。 

（１） 震災，風水害，落雷，火災（その原因が納税義務者等の故意によるもの

を除く。）その他これらに類する災害（以下「災害」という。）により，

納税義務者等の所有する土地，家屋，家財等に甚大な損害を受けた場合 

（２） 災害により，納税義務者等が死亡し，又は障害者となった場合 

（３） 災害により，農作物等に著しい被害を受けた場合（納税義務者等の農業

所得以外の所得が４００万円を超える場合を除く。） 

（４） 解雇，倒産等による失業（条例第２４条の２に規定する特例対象被保険

者等に係る保険税の課税の特例の対象となる場合を除く。），事業におけ

る著しい損失，休業，廃業等又は疾病，負傷等による長期に渡る就労不能

等その他これらに類する理由により，その年の所得が前年に比して著しく

減少する見込みの場合 

（５） 盗難，横領等により，納税義務者等の所有する財産に甚大な損害を受け

た場合 

（６） 貧困その他の事由により，生活が著しく困窮している場合 

（７） 少年院，刑務所その他これらに準ずる施設に入所又は拘禁されている場

合等で国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第５９条各号のいず

れかに該当することにより，給付制限を受ける場合 

（８） その他市長が特に減免の必要があると認めた場合 

（減免割合） 



第４条 前条に規定する減免事由に該当する場合の減免割合は，別表のとおり

とする。ただし，前条第１号，第２号及び第７号に該当する場合を除き，保

険税の担税力を著しく喪失していると認められる場合に限る。 

（減免額の端数計算） 

第５条 前条の規定により算出した減免する額に１００円未満の端数がある場

合は，その端数を切り捨てるものとする。 

（減免事由の競合） 

第６条 納税義務者等が第３条各号に規定する減免事由について２以上に該当

するときは，いずれか減免割合の大きい減免事由を適用するものとする。 

（年度中途において減免する場合の減免の範囲及び減免額の算定方法） 

第７条 保険税を年度の中途において減免する場合は，減免対象保険税額（第

３条各号の規定に該当することとなった日以後に到来する納期に係る減免対

象となる保険税の額をいう。）に減免割合を乗じて得た額の範囲内で減免す

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，第３条第７号に該当することとなった場合は，

該当することとなった日の属する年度の減免事由の生じた日の属する月から

減免事由の消滅した日の属する月の前月までの当該被保険者に対する保険税

額について減免するものとする。 

（減免申請書の提出） 

第８条 第３条の規定により保険税の減免を受けようとする者は，富里市国民

健康保険税条例施行規則（昭和５４年規則第１号。以下「規則」という。）

第５条第１項に規定する国民健康保険税減免申請書（以下「減免申請書」と

いう。）に必要事項を記載し，次の各号の必要書類等を添付して，条例第２

７条第２項に定める日までに市長に提出しなければならない。ただし，市長

がやむを得ない理由があると認めた場合は，この限りでない。 

（１） 収入・無収入申告書 

（２） 資産申告書 

（３） 資産等調査に関する同意書 

（４） 公的機関が発行する災害，盗難等が確認できる書類 

（５） 確定申告書，住民税申告書 

（６） 給与証明書等 

（７） 診断書等 

（ 8 ） その他市長が必要とする書類 

（減免の適否の決定等） 

第９条 市長は，前条の減免申請書が提出されたときは，速やかに当該申請者



の現状等を調査したうえで，保険税を減免することが適当であるか否かを決

定し，規則第５条第２項に規定する国民健康保険税減免（不承認）決定通知

書により当該申請者に通知するものとする。 

（申告の義務） 

第１０条 前条の規定により保険税の減免を受けた者は，資力の回復等により減

免事由が消滅したときは，条例第２７条第３項の規定に基づき，速やかに規

則第５条第３項に規定する国民健康保険税減免事由消滅申告書により市長に

申告しなければならない。 

（減免の変更等） 

第１１条 市長は，保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するこ

とにより，減免の変更若しくは減免の必要がなくなったと認められるときは，

規則第５条第４項に規定する国民健康保険税減免変更（取消）通知書により

通知するものとする。 

（１） 条例第２７条第３項の規定により，減免の必要がなくなったとき 

（２） 資力の回復，その他事情の変化により，減免することが不適当と認めら

れるとき 

（３） 虚偽の申請，その他不正行為により，減免の措置を受けたと認められる

とき 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この告示は，平成３０年４月１日から施行する。 

 


